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   越前市個人情報保護条例施行規則 

平成17年10月１日 

規則第23号 

 （趣旨） 

第１条 越前市個人情報保護条例（平成17年越前市条例第27号。以下「条例」とい

う。）の施行については、他の実施機関が定めるもののほか、この規則の定める

ところによる。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 （個人情報管理責任者） 

第３条 条例第８条第４項に規定する個人情報管理責任者は、次の各号に掲げる者

をもって充てる。 

 (１) 越前市行政組織規則（平成17年越前市規則第10号）第６条に規定する出納

室長及び別表第１に規定する課等の長 

 (２) 越前市公営企業局内組織及び事務分掌規程（平成17年越前市企業管理規程

第２号）第２条に規定する課の長 

 （業務の届出） 

第４条 条例第９条第１項第６号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

 (１) 業務の開始年月日 

 (２) 個人情報の収集先 

 (３) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第９条第１項の規定による業務の届出は、個人情報業務届出書（様式第１

号）により行うものとする。 

３ 条例第９条第２項の規定による業務の廃止又は変更の届出は、個人情報業務（廃

止・変更）届出書（様式第２号）により行うものとする。 

４ 条例第９条第４項の規定による越前市個人情報保護審議会への報告は、個人情

報業務届出報告書（様式第３号）により行うものとする。 

 （収集の手続） 

第５条 条例第10条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 
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 (１) 個人情報の記録の管理責任者 

 (２) その他実施機関が必要と認める事項 

２ 条例第10条第３項の規定による当該本人への通知は、文書、口頭又は告示によ

り行うものとする。 

 （目的外利用等） 

第６条 条例第11条第２項の規定による目的外利用等の通知は、個人情報目的外利

用等通知書（様式第４号）により行うものとする。ただし、やむを得ない理由が

あるときは、口頭又は告示により行うことができる。 

２ 条例第11条第３項の規定による目的外利用等の届出は、個人情報目的外利用等

届出書（様式第５号）により行うものとする。 

 （代理人） 

第７条 条例第15条第２項に規定する規則で定める代理人は、次に掲げる者をいう。 

 (１) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

 (２) 任意後見契約を締結し、その効力が生じている場合の任意後見人（成年後

見人と同程度の代理権を有していると認められる場合に限る。） 

 (３) 病気入院中、外国に出張中、身体障害等の理由により、本人が受付窓口に

来所して請求を行うことが著しく困難であると認められる場合の代理人 

 （本人情報の開示の請求） 

第８条 条例第16条第１項に規定する請求書の提出は、本人情報開示請求書（様式

第６号）により行うものとする。 

２ 条例第16条第１項第３号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。 

 (１) 開示の方法 

 (２) その他市長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定による請求書の提出を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるものを提示しなければならない。 

 (１) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他こ

れらに類するもの 

 (２) 前条第１号に規定する法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る

前号に掲げるもの及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証するもの 

 (３) 前条第２号に規定する任意後見人が請求する場合 当該任意後見人に係る

第１号に掲げるもの及び登記事項証明書 
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 (４) 前条第３号に規定する代理人が請求する場合 当該代理人に係る第１号に

掲げるもの及び当該請求に係る本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その

他代理権を有することを証するもの 

 （本人情報の開示の決定の通知） 

第９条 条例第17条第２項の規定による通知は、本人情報開示決定通知書（様式第

７号）により行うものとする。 

２ 条例第17条第３項の規定による通知は、本人情報開示決定期間延長通知書（様

式第８号）により行うものとする。 

 （第三者の意見聴取等） 

第１０条 条例第17条第５項の規定により第三者の意見を聴くときは、第三者関係

本人情報開示意見照会書（様式第９号）により行うものとする。 

２ 条例第20条第１項第４号の市長が定める事項は、次に掲げるものとする。 

 (１) 請求の内容の区分 

 (２) その他市長が必要と認める事項 

３ 前項の規定に対する回答は、本人情報開示に係る意見書（様式第10号）により

行うものとする。 

 （本人情報の訂正等の請求） 

第１１条 条例第20条第１項に規定する請求書の提出は、本人情報訂正等請求書（様

式第11号）により行うものとする。 

２ 第８条第３項の規定は、条例第20条第１項の規定による請求をしようとする者

について準用する。 

 （本人情報の訂正等の決定の通知） 

第１２条 条例第21条第２項の規定による通知は、本人情報訂正等決定通知書（様

式第12号）により行うものとする。 

２ 条例第21条第３項による通知は、本人情報訂正等決定期間延長通知書（様式第1

3号）により行うものとする。 

 （写しの作成等の費用等） 

第１３条 条例第22条第２項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別に定め

る。 

２ 条例第22条第２項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付

に要する郵便料金相当額とする。 
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３ 条例第22条第２項の規定により前納された費用は、返還しない。ただし、市長

がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。 

 （身分証明書の携帯等） 

第１４条 条例第25条の規定に基づき、立入調査を行う職員は、その身分を示す証

明書（様式第14号）を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

 （出資法人） 

第１５条 条例第26条に規定する市が出資する法人で規則で定めるものは、市が当

該法人の資本金、基本金その他これに準ずるものの全額を出資している法人とす

る。 

 （運用状況の公表） 

第１６条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市長が発

行する広報紙に掲載する方法により行うものとする。 

 (１) 業務の届出件数 

 (２) 請求の件数 

 (３) 決定の件数 

 (４) 異議申立ての件数及びその処理状況 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項 

   附 則 

 この規則は、平成17年10月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係） 

届 出 番 号 

  

  

個 人 情 報 業 務 届 出 書 

第     号 

年  月  日 

  （届出先） 

  越前市長  様 

（実施機関名）         

越前市長           

  越前市個人情報保護条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

業 務 の 区 分 □固有  □共通 

業 務 の 名 称   

届出担当課等の名称   

事務所管課等の名称   

業 務 の 目 的   

対 象 者 の 範 囲   

①戸籍的事項 
□氏名 □性別 □住所 □生年月日 □出生地 □本籍・国籍 □続柄 

□その他（                             ） 

②経歴 
□学歴 □学業成績 □職業 □職位 □受賞歴 

□その他（                             ） 

③心身 
□障害 □傷病歴 □健康状態 

□その他（                             ） 

④財産状況 
□財産内容 □収入・支出 □納税状況 

□その他（                             ） 

⑤思想・信条 
□主義・主張 □宗教 □支持政党 

□その他（                             ） 

思想・信条・宗教等に関する個人情報を収集している理由（条例第７条第２項） 

□第１号（根拠法令                              ） 

□第２号 

個

人

情

報

の

記

録

の

内

容 

⑥その他 
□団体加入 □暮し向き □公的扶助 □趣味・し好 

□その他（                             ） 

業 務 開 始 の 年 月 日 年  月  日 

□本人 

□本人以外 

（□実施機関内部 □他の実施機関 □他の官公庁 □民間・私人 □その他） 

個 人 情 報 の 収 集 先 
本人以外から収集している理由（条例第10条第２項） 

□第１号（本人同意） 

□第２号（根拠法令                          ） 

□第３号（公刊出版物） 

□第４号（緊急  本人へ通知      年  月  日） 

□第５号（その他 本人へ通知      年  月  日） 

□無 

□有（□実施機関内部 □他の実施機関 □他の官公庁 □その他） 

個人情報の目的外利

用・外部提供先 

目的外利用・提供をしている理由（条例第11条第１項） 

□第１号（本人同意） 

□第２号（根拠法令                          ） 

□第３号（緊急  本人へ通知       年  月  日） 

□第４号（その他 本人へ通知       年  月  日） 

電子計算機処理の有無 □有□無 電子計算機結合の有無 □有□無 外部委託の有無 □有□無 

個 人 情 報 管 理 責 任 者   

備 考   
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様式第２号（第４条関係） 

個人情報業務（廃止・変更）届出書 

第     号 

年  月  日 

  （届出先） 

  越前市長  様 

（実施機関名）        

越前市長           

  越前市個人情報保護条例第９条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

届 出 番 号 
  

届出担当課
    

届出の区分 □廃止  □変更 業務の廃止・変更年月日   年  月  日

業務の名称 
  

廃止・変更の

理 由 

  

変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

  

    

処 理 欄 
  

 （注） 届出番号には、越前市個人情報保護条例第９条第１項の規定による個人情報業

務届出書の届出番号を記入してください。 
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様式第３号（第４条関係） 

個 人 情 報 業 務 届 出 報 告 書 

第     号 

年  月  日 

  越前市個人情報保護審議会長  様 

越前市長         印 

  個人情報の保管等に係る業務の届出がありましたので、越前市個人情報保護条例第９

条第４項の規定により、次のとおり報告します。 

 １ 業務の届出があった期間 

     年  月  日～  年  月  日 

 ２ 実施機関別状況 

（単位・件） 

実 施 機 関 開 始 廃 止 変 更

市 長       

教 育 委 員 会       

選 挙 管 理 委 員 会       

監 査 委 員       

公 平 委 員 会       

農 業 委 員 会       

固定資産評価審査

委 員 会
      

議 会       

合 計       

 ３ 業務届出書の写し 

   別紙のとおり 
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様式第４号（第６条関係） 

個人情報目的外利用等通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

（実施機関名）         

越前市長         印 

  あなたの個人情報を次のとおり目的外利用等をしましたので、越前市個人情報保護条

例第11条第２項の規定により通知します。 

目的外利用等の

区 分 
     □目的外利用    □外部提供 

目的外利用等を

し た 年 月 日 
年    月    日 

目的外利用等を

した個人情報の

記 録 の 内 容 

  

目的外利用等を

し た 理 由 
  

提 供 先   

事 務 所 管 課 
部      課      係 

電話番号    ―        
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様式第５号（第６条関係） 

個人情報目的外利用等届出書 

第     号 

年  月  日 

  （届出先） 

  越前市長    様 

（実施機関名）         

越前市長          

  越前市個人情報保護条例第11条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

届 出 担 当 課 
    

目的外利用等の区分 □目的外利用  □外部提供 

業 務 の 名 称 
  

利 用 ・ 提 供 先 
  

目的外利用等をして

行 う 業 務 の 名 称 

  

目 的 外 利 用 等 を

す る 理 由 

  

目 的 外 利 用 等 を

す る 個 人 情 報 の

記 録 の 内 容 

  

目的外利用等の根拠 

□第１号（本人同意） 

□第２号（根拠法令                   ）

□第３号（緊急   本人へ通知   年   月   日） 

□第４号（その他  本人へ通知   年   月   日） 

開 始 年 月 日          年   月   日 

期 限 □継続  □    年   月   日 

目 的 外 利 用 等の

記 録 の 形 態 

□閲覧 

□文書による通知・複写 

□磁気ディスク等磁気媒体による引渡し 

□[                        ] 

個 人 情 報 管 理

責 任 者 

  

処 理 欄 

  



Ⅲ 越前市個人情報保護条例等 

102 

様式第６号（第８条関係） 

本人情報開示請求書 

年  月  日 

  （実施機関名） 

  越前市長    様 

請求者  住 所          

ふりがな          
氏 名          

電話番号          

郵便番号          

  越前市個人情報保護条例第16条の規定により、次のとおり請求します。 

請求に係る個人情報

の 記 録 の 内 容 

  

開 示 方 法 の 区 分 
該当事項の□内にレ点
を記入してください。 

□閲覧   □写しの交付 

本 人 の 氏 名   

代理人による請求の

場合の本人の氏名等 本 人 の 住 所

及び電話番号

  

本人又は代理人

確 認 欄 

□ 運転免許証  □ 旅券  □ 健康保険被保険者証 

□ その他（                    ）

□ 代理人（                    ）

整 理 番 号   

主 管 課 係 
  電 話（   ―  ―   ） 

内線番号 

市

記

入

欄 

備 考 
  

 （注） １ この請求書を提出する際は、運転免許証など本人であることを証明できる

書類を係員に提示してください。 

     ２ 代理人の場合は、代理権を有することを証明する書類を添付してください。 

     ３ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

       〒915―8530  越前市役所    部    課 

              電話番号 0778―22―3000（代表） 内線 

  
課 

 
実施機関の主管課 
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様式第７号（第９条関係） 

本人情報開示決定通知書 

第     号 
年  月  日 

          様 

（実施機関名）           

越前市長          印 

   年  月  日に開示請求のありました件については、次のとおり決定しましたの

で通知します。 

請求に係る個人情

報の記録の内容

  

決 定 の 区 分 □全部開示  □部分開示  □不開示 

日 時    年  月  日（ ）午前・午後  時  分 開

示 場 所 にお越しください。

開示しない
ことと決定
した部分 

□全部 

□一部 

開示しない
理由 

 

全
部
又
は
一
部
の
不
開
示 

開示が可能

になる期日 
            年   月   日 

主 管 課 係 電話（    ―  ―    ）内線 

備 考
  

 （注） １ 開示を受ける際は、この通知書及び請求者本人であることを証明する書類

を持参の上、指定の日時に指定の場所においでください。 

     ２ 指定の日時に来られない場合、及びこの決定に対するお問い合わせ等は、

電話等で上記の主管課係に直接連絡してください。 

     ３ 「開示が可能になる期日」欄は、当該開示をすることができない理由がな

くなる時期を、あらかじめ明らかにすることができるときだけ記入してあり

ます。その時点で開示を希望する場合は、その日以降に改めて請求してくだ

さい。 

     ４ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

       〒915―8530 越前市役所    部    課 

             電話番号 0778―22―3000（代表）  内線 

 この決定に不服のある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定により、

この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、越前市長に対し異議申

立てをすることができます。 
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様式第８号（第９条関係） 

本人情報開示決定期間延長通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

（実施機関名）           

越前市長          印 

    年  月  日に開示請求のありました件については、次のとおり決定期間を延

長しましたので通知します。なお、当該請求に係る決定を行ったときは、速やかに書面

で通知します。 

請求に係る個人情

報の記録の内容

  

当初の決定期限        年   月   日 

延長後の決定期限        年   月   日 

延 長 の 理 由   

主 管 課 係
（電話    ―  ―     内線    ） 

備 考   

 （注） １ この通知に対するお問い合わせ等は、上記の主管課係に直接お願いします。 

     ２ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

       〒915―8530 越前市役所    部    課 

              電話番号 0778―22―3000 （代表）  内線 
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様式第９号（第10条関係） 

第三者関係本人情報開示意見照会書 

第     号 

年  月  日 

          様 

（実施機関名）           

越前市長          印 

  越前市個人情報保護条例に基づき開示請求のありました個人情報の記録に、あなたに

関する情報が記録されています。 

  つきましては、当該請求に対し、本人情報の開示をするか否かの判断の参考とするた

め、あなたの意見をお伺いしたいので、別紙により御回答くださるようお願いします。 

  なお、次の回答期限までに回答がない場合は、意見のないもの、開示に支障がないも

のとして取り扱わせていただきます。 

請求に係る個人情

報の記録の内容

  

あなたに関する

情 報 の 内 容

  

意見として問い合

わ せ た い 事 項

  

回 答 期 限      年   月   日（ ）までにお願いします。 

主 管 課 係
（電話    ―  ―      内線    ）

備 考

  

  整理番号 第  号
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様式第10号（第10条関係） 

本 人 情 報 開 示 に 係 る 意 見 書 

年  月  日 

 （実施機関名） 

  越前市長  様 

住 所 （〒  ―  ）         

（所 在 地）                

氏 名               印 

（法人等名称・

代表者氏名） 

※主管課収受 

   

電 話 番 号 

  

      年  月  日付け  第  号で照会のありましたことについて、次のと

おり回答します。 

請求に係る個

人情報の記録

の内容 

  

１ 開示されても支障を生じない。   

  可 否 

右のいずれかの

番号を○で囲ん

でください。 

  ２ 開示されると支障を生ずる。 

３ どちらでもよい。 
  

  

１ 開示されると支障を生ずる部分 

 （なお、部分開示の場合には、当該不開示部分をマジック等で

正確に消し込んだ      を添えます。） 

  

意 見 
２ その理由 

  整 理 番 号 第 号
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様式第11号（第11条関係） 

本人情報訂正等請求書 

年  月  日 

 （実施機関名） 

  越前市長  様 

請求者  住 所           

ふりがな            

氏 名            

電 話 番 号           

郵 便 番 号           

  越前市個人情報保護条例第20条の規定により、次のとおり請求します。 

請 求 の 内 容 の 区 分 

該当事項の□内にレ点
を記入してください。 

□ 訂正          □ 目的外利用の中止 

□ 削除          □ 外部提供の中止 

請求に係る個人情報の記
録 の 内 容 

  

訂正・削除・中止の内容 
  

本 人 の 氏 名   

代理人による請求の場合

の 本 人 の 氏 名 等 本 人 の 住 所

及び電話番号

  

本人又は代理人

確 認 欄 

□ 運転免許証  □ 旅券  □ 健康保険被保険者証 

□ その他（                  ） 

□ 代理人（                  ） 

整 理 番 号   

主 管 課 係 
  電 話（  ―  ―  ） 

内線番号 

市

記

入

欄 

備 考   

 （注） １ この請求書を提出する際は、運転免許証など本人であることを証明できる

書類を係員に提示してください。 

     ２ 代理人の場合は、代理権を有することを証明する書類を添付してください。 

     ３ 訂正を請求する場合は、訂正すべき事実の誤りを証明する資料を添付して

ください。 

     ４ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

       〒915―8530 越前市役所    部    課 

             電話番号 0778―22―3000（代表）  内線 

  
課 

  
実施機関の主管課 
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様式第12号（第12条関係） 

本人情報訂正等決定通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

（実施機関名）         

越前市長        印 

     年  月  日に請求のありました本人情報の訂正等については、次のとおり

決定しましたので通知します。 

請求の内容の区分 
□ 訂正       □ 目的外利用の中止 

□ 削除       □ 外部提供の中止 

請求に係る個人情

報 の 記 録 の 内 容 

  

訂 正 等 の 内 容 

  

訂正等をした年月日 年   月   日 

訂 正 等 を し な い

部 分 及 び 理 由 

  

主 管 課 係 

（電話   ―  ―      内線    ） 

備 考 
  

 （注）１ この決定通知に対するお問い合わせ等は、上記の主管課係に直接お願いします。 

    ２ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

      〒915―8530 越前市役所     部    課 

            電話番号 0778―22―3000（代表） 内線 

 この決定に不服のある場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定により、

この決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、越前市長に対して異議

申立てをすることができます。 
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様式第13号（第12条関係） 

本人情報訂正等決定期間延長通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

（実施機関名）         

越前市長        印 

    年  月  日に開示請求のありました件については、次のとおり決定期間を延

長しましたので通知します。なお、当該請求に係る決定を行ったときは、速やかに書面

で通知します。 

請求に係る個人情

報 の 記 録 の 内 容 

  

訂 正 等 の 内 容 

  

当 初 の 決 定 期 限        年   月   日 

延長後の決定期限        年   月   日 

延 長 の 理 由 

  

主 管 課 係 
（電話   ―  ―      内線    ） 

備 考 

  

 （注） １ この通知に対するお問い合わせ等は、上記の主管課係に直接お願いします。 

     ２ 越前市個人情報保護制度に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

      〒915―8530 越前市役所     部    課 

             電話番号 0778―22―3000（代表） 内線 
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様式第14号（第14条関係） 

表 面 

身 分 証 明 書 

  ３cm 第    号  

  

４cm 

   

写

真 

所属 

  職名 

氏名 

生年月日 ６cm 

 上記の者は、越前市個人情報保護条例第25条の規定に基づき立入調査を行う職

員であることを証する。 

  年  月  日 

越 前 市 長 印 

  
８cm 

裏 面 

越前市個人情報保護条例抜すい 

 （事業者に対する措置） 

第25条 市長は、事業者が第４条の規定に違反する行為をするおそれがあると認める

ときは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員が当該事業者の

事務所その他の事業所に立ち入ること、文書その他の資料を調査すること、若しく

は関係者に質問することについて協力を求めることができる。 

 


